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天王寺動物園では、新たな寄附制度として Amazon の「ほしい物リスト」の活用を開始いたし

ます。 

天王寺動物園の動物たちの住環境の改善や、体調管理等を目的とした物品等を対象にご寄附を

募り、動物福祉に配慮した飼育展示や環境改善等にこれまで以上に取り組むことを目的としてい

ます。 

また、「ほしい物リスト」により、当園がいま必要としている物品等を明示することで、ご寄

附いただいた皆様もより実感を持って、ご支援いただくことができます。 

ご寄附いただいた物品等の活用方法については、SNS を通じて発表させていただきます。 

 皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

１．運用開始日 

 令和３年９月１日（水曜日）10 時から 

 

２．運用方法 

 Amazon のサイト内に、天王寺動物園のほしいものリストを作成し、天王寺動物園ホームペー

ジにリンクを掲載します。 

物品の使用対象動物や用途をご覧いただき、ご購入していただきますと天王寺動物園に届きま

す。 

 なお、ご寄附をいただいた場合、所得税の寄附金控除の対象となります。詳しくは天王寺動物

園 HP をご確認ください。 

 

３．留意事項 

 Amazon の「ほしい物リスト」運用開始以降は、よりきめ細やかな動物の体調管理や環境改善

等の観点から、原則としてリストに掲載されていない個別の物品や食べ物の寄附はお断りさせて

いただきます。 

また、数の管理の観点から、Amazon の「ほしい物リスト」にある物品等の直接持ち込みによる

ご寄附もお断りさせていただきます。 

天王寺動物園で 

Amazonの「ほしい物リスト」による寄附収受を開始します 


